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第１ 総則 

１ 目的 

建築工事特記仕様書作成の手引（以下「本手引」という。）は、特記仕様書の標準化及び統

一を図るとともに、特記仕様書の契約上の位置付けを明らかにし、特記仕様書を作成するため

に必要な標準事項を定めることによって、建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１

６７号。２８．３．３１）別紙の第２第１号に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の円滑

な執行と業務の効率的な処理に資することを目的とする。 

特記仕様書の作成者は、建設工事請負契約書、事業監理業務委託契約書、事業監理業務委託

共通仕様書、標準仕様書等を熟知した上で特記仕様書の作成に当たらなければならない。 

なお、建築物等を単独で発注する場合は、建築物解体工事共通仕様書令和４年版を参考とす             

る。 

 

２ 適用範囲 

本手引は､防衛省発注機関（契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防

衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情

報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕

僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁

をいう。以下同じ。）が発注する自衛隊施設及び在日米軍施設の建設工事に係る建築工事特記

仕様書の作成に当たり適用するものとする。 

 

３ 用語の定義 

本手引において用いる用語の定義は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

1.1.2、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版 1.1.2、公共建築木造工事標準

仕様書令和４年版 1.1.2 及び建築物解体工事共通仕様書令和４年版 1.1.2 に定めるところによ

るほか､次のとおりとする｡ 

（１）「監督官」とは、工事監督の実施細目について（防整技第７１６５号。２８．３．３１）

に規定する工事監督官、主任工事監督官、総括主任工事監督官及び統括工事監督官をいう。 

（２）「契約図書」とは、建設工事請負契約書及び設計図書をいう。 

（３）「設計図書」とは、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、別冊の図面及び標準仕様書を

いう。 

   なお、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次による。 

ア 質問回答書（イからオまでに対するもの） 

イ 現場説明書 

ウ 特記仕様書 

 エ 別冊の図面 
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オ 標準仕様書 

（４）「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質疑に  

対して発注者が回答する書面をいう。 

（５）「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等

を説明するための書類をいう。 

（６）「特記仕様書」とは、工事の施工に関する明細又は工事固有の技術的要求を定める図書を

いう。 

（７）「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図及び発注者から変更又は追加された設

計図をいう。また、詳細図作成を含む工事にあっては、契約図書及び監督官の指示に従って

作成され、監督官が認めた詳細図の成果品を含むものとする。 

（８）「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築

木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書をいう。 

（９）「仕様書」とは、標準仕様書及び工事ごとに規定する特記仕様書をいう。 

（10）「検査官」とは、工事検査の実施細目について（防整技第７１６６号。２８．３．３１）

に規定する工事検査官及び主任工事検査官をいう。 

（11）「同等品」とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合､監督官が承

諾する試験機関の品質確認を得た品質又は監督官の承諾した品質をいう。 

なお、試験機関の品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。 
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４ 特記仕様書の構成 

（１）新設工事における特記仕様書の構成は、次の表を標準とする。 

区 分 記 載 概 要 

Ⅰ工事概要 

工事名 

工事場所 

工期 

工事概要 

Ⅱ建築工事仕様 

 

１章 各章共通事項 

２章 仮設工事 

３章 土工事 

４章 地業工事 

５章 鉄筋工事 

６章 コンクリート工事 

７章 鉄骨工事 

８章 コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押

出成形セメント板工事 

９章 防水工事 

10 章 石工事 

11 章 タイル工事 

12 章 木工事 

13 章 屋根及びとい工事 

14 章 金属工事 

15 章 左官工事 

16 章 建具工事 

17 章 カーテンウォール工事 

18 章 塗装工事 

19 章 内装工事 

20 章 ユニット及びその他工事 

21 章 植栽及び屋上緑化工事 

22 章 建築物解体工事 

23 章 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項 

 

工事の名称 

工事の施工場所 

工事の始期日から終期日までの期間  

工事の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    各工事に係る事項 
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（２）改修工事における特記仕様書の構成は、次の表を標準とする。 

区 分 記 載 概 要 

Ⅰ工事概要 

工事名 

工事場所 

工期 

工事概要 

Ⅱ建築改修工事仕様 

 

１章 改修各章共通事項 

２章 仮設工事 

３章 防水改修工事 

４章 外壁改修工事 

4-1 章 コンクリート打放し仕上げ外壁 

4-2 章 モルタル塗り仕上げ外壁 

4-3 章 タイル張り仕上げ外壁 

4-4 章 塗り仕上げ外壁等 

５章 建具改修工事 

６章 内装改修工事 

７章 塗装改修工事 

８章 耐震改修工事 

8-1 章 撤去工事 

8-2 章 鉄筋工事 

8-3 章 あと施工アンカー工事 

8-4 章 コンクリート工事 

8-5 章 鉄骨工事 

8-6 章 グラウト耐震改修工事 

8-7 章 連続繊維補強工事 

8-8 章 耐震スリット新設工事 

8-9 章 基礎工事 

９章 環境配慮改修工事 

10 章 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項 

 

工事の名称 

工事の施工場所 

工事の始期日から終期日までの期間  

工事の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    各工事に係る事項 
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（３）木造工事における特記仕様書の構成は、次の表を標準とする。 

区 分 記 載 概 要 

Ⅰ工事概要 

工事名 

工事場所 

工期 

工事概要 

Ⅱ建築工事仕様 

 

１章 各章共通事項 

２章 仮設工事 

３章 土・地業・基礎工事 

４章 木造工事 

５章 軸組構法（壁構造系）工事 

６章 軸組構法（軸構造系）工事 

７章 枠組壁工法工事 

９章 ＣＬＴパネル工法工事 

10 章 木工事 

11 章 防水工事 

12 章 石工事 

13 章 タイル工事 

14 章 屋根及びとい工事 

15 章 金属工事 

16 章 左官工事 

17 章 建具工事 

18 章 塗装工事 

19 章 内装工事 

20 章 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 

21 章 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項 

 

工事の名称 

工事の施工場所 

工事の始期日から終期日までの期間  

工事の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    各工事に係る事項 

 

 

（４）配筋標準図、鉄骨標準図 

   鉄筋及び鉄骨の加工、組立の一般的な標準図を示す。 
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（５）解体工事における特記仕様書の構成は、次の表を標準とする。 

区 分 記 載 概 要 

Ⅰ工事概要 

工事名 

工事場所 

工期 

工事概要 

設備工事種目 

Ⅱ解体工事仕様 

 

１章 各章共通事項 

２章 仮設工事 

３章 解体施工 

４章 建設廃棄物の処理 

５章 特別管理産業廃棄物の処理 

６章 石綿含有建材の除去及び処理 

７章 特殊な建設副産物の処理 

 

 

工事の名称 

工事の施工場所 

工事の始期日から終期日までの期間  

工事の概要 

 

 

 

 

 

    各工事に係る事項 

 

５ 特記仕様書の標準書式 

特記仕様書は原則として、第１の４ 特記仕様書の構成に基づき、第３ 特記仕様書記載例

により作成するものとする。 

（１）用紙サイズ：Ａ４ 

（２）書   体：原則として、明朝体標準全角文字を使用するものとする。ただし、数量、金

額等については、半角文字を原則とする。 

 

６ 一般的な留意事項 

本手引によって作成される特記仕様書は、標準仕様書を補完し、発注工事固有の事項を定め

るものである。 

建設工事が請負工事として発注されて施工される場合、発注者と受注者は互いに契約条項に

合意した上で、工事請負契約を結ぶことになるが、その際、発注者が受注者に要求する工事は、

図面や仕様書によって表現される。ついては発注者が要求するもの、意図するところを主とし

て形の面から図示するのが図面であり、その質や作業の方法などについて、詳細に取り決めた

ものが仕様書である。 

したがって、仕様書は図面と共に契約書を補完するものであって、これに記載されている事
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項は、発注者がこのような形質のものを受け取りたいという意思の表明であり、発注者の単な

る願望又は理想であってはならない。また、受注者によって確実に実現できるものであり、実

際に遵守されなければならない。 

このような仕様書のあるべき姿から、具体的には次のような要件を記載する。 

（１）手引書（マニュアル）的な性格のものではないこと。 

守るべきことを記述し、いたずらに理想に走った記述をしない。 

（２）明確な条件を示すこと。 

設計図書に明示すべき施工条件等について（防整技第７１８７号。２８．３．３１）によ

り、明示すべき施工条件等の項目及び事項については確実に記載するものとし、観念的な記

述ではなく、定量的及び具体的に数字で示すような形をとるものとする。 

なお、特記仕様書の用語は、特別なものを除き、標準仕様書の用語を使用するものとする。 

（３）請負契約の本質をゆがめないこと。 

請負契約は、受注者が契約対象物を最良の方法と考える手段によって作り上げるのが本来

の姿であるから、特に合理的理由がない限り、施工途中の過程についての制約は必要最小限

とする。 

（４）実現可能な条件とすること。 

現実の施工体制で実現可能な制約を設けなければ実用にならず、極端な場合には片務的な  

契約を押しつけることにもなることから、条件の実現可能性についての配慮が必要である。 

これらの条件を満足し、一般的に利用できる契約条件を選び出したものが標準仕様書であ

り、工事の規模、現場の状況、施工の時期、地域の特殊性等の諸条件の組合せにより、個々

の現場に応じて規定すべき事項及び条件を明記したものが特記仕様書である。 

以上のことに留意し、特記仕様書を作成しなければならない。 

（５）工事仕様 

標準仕様書には、各工種のうち特記仕様書に工事仕様の規定に委任するものがあり、これ  

らについて規定し、記載するものとする。また、同様に標準仕様書にない工事の仕様につい  

ても規定し、記載するものとする。 

（６）工事仕様の留意事項 

工事仕様は、発注工事において工事目的物を構築する上でどのような方法及び条件で施工  

するかの基準となり、発注者、受注者相互の契約事項となるものである。特に、入札時にお 

いては、発注者の積算条件と入札者の積算条件が同じ条件でなければならず、工法の選択に 

よっては相互の工事費が大幅に異なる場合もあり得る。したがって、特記仕様書に記載する 

工事仕様は、施工方法、施工条件、施工管理方法、品質管理方法等を明確かつ詳細に記載し 

なければならない。 

（７）標準仕様書に規定のある工種の記載要領 

標準仕様書では、工事仕様の詳細を特記仕様書又は設計図書に記載することとしている工 

事仕様があり、これらを的確に判断し記載するものとする。 
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なお、工事仕様の詳細は、特記仕様書記載例を標準とし、地方の地域特性及び工事特性を  

踏まえ、工事内容を的確に判断し、追加及び削除を行うものとする。 

（８）標準仕様書に規定のない工種の記載要領 

標準仕様書に規定のない工種の記載については、次の項目を記載するものとする。 

また、当省に限らず既発注工事の工事仕様を可能な限り調査し、公共機関、民間団体等の  

資料を参考としても構わない。 

ア 工種名 

イ 施工機械仕様及び施工方法 

ウ 使用材料 

エ 施工管理要領、品質管理要領、試験項目及び精度 

（９）材料仕様 

材料仕様は、工事仕様と同様に、発注工事において工事目的物を構築する上でどのような  

材料を使用するべきかの基準となり、発注者､受注者相互の契約事項となるものである｡ 

また、積算する上で重要な仕様であって、材料の選択によっては工事費が大幅に増減する 

こともある。特に特記仕様書に記載する材料及び機器仕様は、標準仕様書に明記されていな 

い各工事の材料、特殊機器等を使用することとなるので、使用する材料の規格及び品質並び 

に機器の規格及び性能を明確にし記載する。 

（10）汎用品を使用する場合の記載上の留意事項 

本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、Ｊ  

ＩＳ以外の材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな 

る資料又は外部機関が発行する資料の写しを受注者から提出させ承諾するものとする｡ 

なお、本項目の主旨は、材料の規格をＪＩＳ又はＪＡＳのみに制限する目的ではなく、安  

価で品質のよい材料を広く求めようとする目的で記載するものである。 

（11）材料名称等の使用 

材料の固有名称である製品名は、製作者の指定となることから、原則として標準仕様書及

びＪＩＳ等で使用している一般総称を使用するものとする。 
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第２ 記載要領 

１ 工事名 

工事名は、入札公告及び入札説明書（以下「入札公告等」という。）に記載される工事名を

記載するため、特記仕様書作成時には入札公告等を確認するものとする。 

なお、設計変更を行った場合は、工事名の後に変更回数を記載するものとする。 

 

２ 工事場所 

工事場所は、入札公告等に記載される工事場所を記載するため、特記仕様書作成時には入札

公告等を確認するものとする。 

 

３ 工期 

工期は、入札公告等に記載される工期を記載するため、特記仕様書作成時には入札公告等を

確認するものとする。 

なお、設計変更においては、工期の変更が生じた場合は、特記仕様書又は図面に当初工期と

変更工期を併記するものとする。 

工期内に指定部分の工期を設ける場合は、工期を記載した欄の下に指定部分工期として、指

定する建物名、工期等を記載するものとする。 

 

４ 工事概要 

工事概要は、番号、建物名称、種別（新設、改修、解体等の別）、構造・規模、建築面積、

延べ面積、数量及び単位を記載するものとする。 

 

５ 建築工事仕様 

図面及び特記仕様書が標準仕様書の上位であることを明確に記載するものとする。また、特

定行政庁の検査がある場合は、受注者が必要な資料を用意することを明記するほか、特記事項

に記載の各印の適用優先順位等について記載するものとする。 

なお、工事の実施に当たっては、標準仕様書で記載の材料、工法等よりも関係法令等の遵守

を優先すること。 

 

６ 施工図等 

施工図等の作成に当たっては、計画通知の副本を確認した上で作成するものとする。 

なお、計画通知の副本は、現場事務所に設計図書等とともに整理保管するものとする。 

 

７ 電気保安技術者 

  配置技術者は、別契約の関連工事において配置する電気保安技術者と同名義の者としても 

構わない。 



 

- 10 - 

 

８ 施工条件 

原則として、現場説明書によるものとし、現場説明書に記載されているもの以外で特記すべ  

き施工条件がある場合は、特記仕様書に追記するものとする。 

 

９ 施工中の安全確保 

各工事の共通事項である安全確保に関する遵守事項を記載するものとする。 

 

10 発生材の処理等 

コンクリート等再資源化を義務付けている特定建設資材以外の蛍光ランプ、ＨＩＤランプ等

の水銀使用機器、ガラス、硬質ポリ塩化ビニル管及び継手等の廃棄物については、地域を限定

すれば再資源化が可能である場合があることから、当該条件の場合、特記仕様書により再資源

化を図るものとする（「建築物解体工事共通仕様書（令和 4年版）4.4.1」を参照する。）。 

 

11 完成図等 

 原則として、完成図は当初発注図に設計変更及び工事打合せ簿による変更を含めた一式とし、

部隊が施設管理で使用する際に使い勝手がいいように作成するものとする。 

 

12 木材利用の促進 

 仕上材、下地材等について、受注者から木材利用の促進に有効な提案がある場合は、監督官

と採用について協議できるものとする。 

なお、当省においては、防衛省の所管に属する公共建築物における木材の利用の促進のため

の計画について（防整施(事)第２２０号。３０．６．７）を定め、内装等の木質化を図ること

が適切と判断される部分について内装等の木質化を推進するものとされている。 

このことから、設計時はもとより、発注後においても民間のノウハウ等を利用することを目

的に本項目を特記仕様書に明記をし、木材利用の推進に努めるものとする。 

受注者から、仕上材、下地材等に木材の利用の促進に対して提案があった場合は、木材の利

用の促進のみでなく、次のようなことが採用条件となるので、参考とされたい。また、採用し

た場合は、ＶＥ提案の対象とは異なり、あくまでも一般の設計変更として取り扱うこと。 

 （採用条件の一例） 

・予算の範囲内での対応が可能であること。 

・工期内での対応が可能であること。 

・ユーザーの理解が得られること。 

・計画通知の変更等の大きな手戻りが生じないこと。 

 

13 火災保険等 
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受注者が工事目的物及び工事材料に対して、設計図書で定めるところにより火災保険、建設

工事保険その他の保険契約を締結した時は、その証券の写しを監督官に提出させるものとする。 

なお、建設工事請負契約書第６０条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付す

る場合の取扱いは、現場説明書による。また、次に掲げる工事は、保険を付さないことができ

る。 

（１）解体、撤去、分解又は取片づけ工事 

（２）建物の基礎工事及び外構工事 

 

14 低入札価格調査対象工事に係る監督体制の強化 

調査基準価格を下回った価格をもって契約した場合には、工事等に係る防衛省所管契約事務

取扱細則第２５条第１項に規定する基準の取扱いに関する細部事項について（防整施第７１２

２号。２８．３．３１）に規定する施工体制台帳の提出、施工計画書のヒアリング等監督体制

の強化を行うものとする。 

なお、受注者が特記事項に違反して、施工体制台帳を提出しなかった場合又はヒアリングに

応じなかった場合には、工事請負契約書等に係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）

第１５０号。２８．３．３１）の付表第１第４号に該当することがある。 

 

15 入門手続等 

入門の手続は、自衛隊又は米軍の諸規定に従うものとし、手続に要する期間等を記載するも

のとする。 

受注者が工事の施工に際し、自衛隊又は米軍の区域に立ち入る場合は、事前に、工事監督官

と調整を行い、当該区域を管理する部隊等の規則に基づき関係書類を提出の上、出入許可を受

けた後に当該区域に立ち入るものとする。また、土砂等の飛散により自衛隊又は米軍の運用、

周辺住民の生活に影響がでないよう、受注者に工事施工場所周辺等は常に清掃することを義務

づけるものとする。 

 

16 事故報告 

 工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督官に報告させるものとする。 

なお、報告の方法等は、監督官から指示するものとする。 

 

17 工事関係書類の適正な管理 

建設工事及び技術業務委託に係る関係書類の適正な管理について(防整技第７３９９号。２

８．４．１）により、工事関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報流出について万

全を期すものとする。 

 

18 住宅瑕疵担保責任の履行の確保等 
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「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行に伴う自衛隊施設及び米軍施

設の積算の取扱いについて(防整技第７４０３号｡２８．４．１）により、対象工事については

保険加入を行うものとする。 

 

19 工事の一時中止に係る計画書の作成 

監督官は、建設工事請負契約書第２１条の規定により、受注者から工事の一時中止の通知を

受けた場合は、建設工事の一時中止に係る事務処理要領について（防整技第１４６００号。３.

８．２６）によるものとする。 

 

20 事業監理業務 

 工事監理業務又は防衛施設整備監理業務を建設コンサルタント等に委託して行う場合は、事

業監理業務委託契約書について（防整施第６９３５号。２８．３．３１）及び建設工事に係る

事業監理業務共通仕様書について（防整技第７３８５号。２８．４．１）により、その業務範

囲等を記載するものとする。 

 

21 工事連絡会議 

 施工段階で発生が予測される様々な課題について情報共有や意見交換等を行い、工事の適正

かつ円滑な実施の確保に資するため、建設工事における工事連絡会議の実施要領について（防

整技第７４０２号。２８．４．１）による工事連絡会議の設置の有無を記載するものとする。 

 

22 迅速対応指針 

 工事現場の迅速対応指針について（防整技第７３６１号。２８．４．１）により、工事現場

において、予見不可能な諸問題が発生した場合、発注者が建設工事現場の問題発生に対する迅

速な対応の実施により問題解決の迅速化を図るものとする。 

 

23 調査及び詳細図等の作成 

建設工事標準図等活用発注指針について（防整技第７３９４号。２８．４．１）により、標

準図等を活用して工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

 

24 共通費実態調査 

共通費の実態について継続的に把握することにより、工事費積算のより一層の適正化を図る

ことを目的として、国土交通省からの依頼を受け、毎年度実施しているものであり、受注者に

配布する調査票については､毎年度送付している通知文書を参照するものとする｡ 

現場説明書等特記仕様書以外の書面にて共通費実態調査を実施する旨が記載されている場合

は、特記仕様書における本項目の記載の必要はない。 

なお、次の工事を除いて共通費実態調査の対象工事とする。 
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（１）設計業務を含む工事（標準図活用方式、設計施工一括方式等） 

（２）主たる工事が土木工事である総合工事 

（３）土木工事の工事内容が建物附帯工事でない総合工事 

（４）燃料タンク、通信工事の寄託品据付調整工事等の特殊な工事 

（５）既に調査票を提出した工事 

 

25 契約後ＶＥ方式の試行 

入札時ＶＥ方式及び契約後ＶＥ方式の試行について（防整技第７１１７号。２８．３．３１）

により、契約後ＶＥ方式を活用した工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

 

26 総価契約単価合意方式の試行 

総価契約単価合意方式の試行について（防整技第７１１８号。２８．３．３１）により、総

価契約単価合意方式を活用した工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

 

27 見積を活用する積算方式（見積活用方式）の試行 

見積を活用する積算方式の試行について（防整技第５０５３号。２．３．３０）により、見

積活用方式を活用した工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

 

28 週休２日制の試行 

週休２日制工事の試行について（防整施第４８３３号。4．３．２３）及び週休２日制工事

の試行における工期の設定、工事費の補正、工事成績評定等について（防整技第５２８２号。

４．３．２８）により、試行対象工事とする場合に、記載するものとする。 

 

29 情報共有システムについて 

情報共有システムの実施要領等について（防整技第２０１１９号。２．１２．１８）により、

情報共有システムを活用した工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

利用期間は、現場説明書に記載する工期 Tにより、月単位とし、1月未満切捨てとする。 

 

30 建設現場における遠隔臨場の試行について 

建設現場における遠隔臨場の試行について（防整技第５０３４号。４．３．２４）によ

り、試行対象工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

 

31 無人航空機の使用に伴う情報流出防止について 

無人航空機を使用する技術業務及び建設工事の特記仕様書の記載について（事務連絡。２．

１１．１６）により、無人航空機を使用する場合の情報の取扱要領について記載するものとす
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る。 

 

32 サイバー攻撃等情報漏えい発生時の連絡体制について 

建設工事等に係るサイバー攻撃等発生時の速報要領について（事務連絡。３．１．２２）に

より、連絡体制について記載するものとする。 

 

33 快適トイレの設置の試行 

建設現場に設置する「快適トイレ」の実施行について（防整技第１１３１６号。３．６．２

８）により、建設現場に設置する「快適トイレ」を設置する工事を発注する場合に、実施の有

無を記載するものとする。 

 

34 鉄塔の鉄骨製作工場 

 鉄塔の鉄骨製作工場は、一般の鉄骨製作工場の加工能力と同等の能力を有する工場又は一般 

社団法人日本鉄塔協会に加盟する鉄塔製作事業を営む企業の工場とする。 

 

35 敷地状況の確認（保安距離の実測） 

自衛隊施設の火薬庫整備における保安距離の確認について（防整技第１４５３５号。２．９．

１５）により、火薬庫を新築する工事を発注する場合に、実施の有無を記載するものとする。 

 

36 道路清掃員 

建設工事における道路清掃員の算定に関する細部事項について（防整技第６０３９号。４．

３．３０）による。 

 

 

第３ 特記仕様書記載例 

 

特記仕様書記載例は、記載の項目､順序及び様式の統一を図ることを目的としているため､記載

内容は一般的な例を示しており、使用に当たっては、工事ごとに内容を確認し、適宜追加・修正

するものとする。 

 

 


